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秋田県後期高齢者医療広域連合職員定数条例 

平成１９年２月１日 

条例第６号 

（職員の定義） 

第１条 この条例で「職員」とは、秋田県後期高齢者医療広域連合の長（以下「広域連合

長」という。）、議会、選挙管理委員会及び監査委員の事務部局に常時勤務する一般職の

職員（臨時的に任用される者を除く。）をいう。 

（定数） 

第２条 職員の定数は、次のとおりとする。 

(1) 広域連合長の事務部局の職員 ３４人 

(2) 議会の事務部局の職員 ３人 

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 ３人 

(4) 監査委員の事務部局の職員 ３人 

（定数外） 

第３条 休職中の職員は、第２条の規定による定数外とする。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


